
　

平
成
二
十
一
年
を
迎
え
、
謹
ん
で
お
祝
辞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

旧
年
中
は
当
協
会
が
主
催
い
た
し
ま
し
た
、
講
演
会
・
学
習
会
を
は
じ
め
恒
例
の
研

修
旅
行
な
ど
の
諸
行
事
に
対
し
、
皆
様
方
か
ら
多
大
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ

き
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
、
当
協
会
の
活
動
も
各
方
面
よ
り
注
目
を
浴
び
、
昨
年
は
県
市
内

外
よ
り
の
来
訪
者
は
約
三
千
人
を
数
え
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
元
年
以
来
発
刊
し
て

ま
い
り
ま
し
た
、
特
集
「
な
が
さ
き
の
空
」
も
本
年
で
第
二
十
集
と
な
り
ま
す
。

　

本
年
も
「
長
崎
学
」
を
中
心
に
、
長
崎
の
歴
史
文
化
を
研
究
し
、
地
域
文
化
の
発

展
に
寄
与
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
支
援
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
平
成
二
十
一
年

　
　
新
た
ま
の
丑
年
を
迎
え
て	
理
事
長　

越
中　
哲
也

　

先
ず
は　

新
年
を
寿
ぎ
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
達
が
「
な
が
さ
き
の
空　

第
一
号
」
を
発
刊
い
た
し
ま
し
た
の
は
、
本
会
を
創

立
し
て
戴
き
ま
し
た
昭
和
五
十
七
年
五
月
よ
り
三
ヶ
月
後
の
八
月
二
十
五
日
で
し

た
。
其
の
後
、
昭
和
五
十
八
年
の
新
年
号
を
発
刊
す
る
と
き
、
正
月
号
に
は
「
何
か

正
月
ら
し
い
物
を
書
い
て
下
さ
い
」
と
の
要
望
が
あ
り
、
長
崎
史
談
会
幹
事
の
高
田

泰
雄
氏
に
「
長
崎
の
正
月
に
関
係
の
あ
る
長
崎
俵
物
あ
れ
こ
れ
」
を
書
い
て
戴
い

た
。
そ
し
て
次
の
昭
和
五
十
九
年
の
新
年
号
よ
り
私
が
「
新
ら
た
ま
の
年
を
迎
え
て

第
一
号
」
と
し
て
長
崎
雑
煮
考
を
書
い
て
い
る
。
以
来
、
昨
年
の
平
成
二
十
年
（
子

年
）
ま
で
新
年
号
に
は
毎
号
正
月
に
関
す
る
記
事
を
中
心
に
書
か
せ
て
戴
い
た
。

　

昨
年
は
我
が
国
の
暦
学
の
原
点
と
な
っ
た
中
国
の
暦
法
「
干カ
ン

支シ

」
に
つ
い
て
述

べ
、
其
の
干
支
の
暦
法
に
よ
る
と
平
成
二
十
年
は
「
戊ボ

子シ

」
の
年
に
当
る
。
子
は

十
二
支
の
始
め
の
文
字
で
あ
り
、
之
を
動
物
に
当
て
る
と
「
鼠
の
事
な
り
」
と
記

し
て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
今
年
（
平
成
二
十
一
年
）
の
暦
学
書
を
見
る
と
、
十
二
支
の

戊
の
次
は
巳
の
文
字
を
当
て
、
我
が
国
で
は
之
を
「
ツ
チ
ノ
エ
」
と
読
み
、
文
字
に

書
く
と
「
土
兄
」
で
あ
る
と
記
し
て
あ
る
。
次
に
十
二
支
に
よ
る
「
子
」
の
次
の
文

字
は
丑
の
文
字
が
あ
り
「
音
は
チ
ユ
ウ
」
と
読
み
、
こ
の
文
字
を
動
物
を
当
て
る
と

「
牛
な
り
」
と
記
し
て
あ
る
。

　

そ
こ
で
古
来
よ
り
何
故
、
十
二
支
の
子
の
文
字
に
鼠
を
当
て
、
丑
の
文
字
に
牛
を

当
て
、
寅
の
文
字
に
虎
を
あ
て
た
の
か
…
…
と
言
う
事
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
「
不
明
な
り
」
と
記
し
て
あ
る
。
た
ゞ
十
二
支
は
月
の
運
行
に
合
わ
せ
て
名
づ
け

た
と
さ
れ
る
が
、
中
国
二
千
年
前
の
暦
法
に
は
夏
暦
、
殷
暦
、
周
暦
が
あ
り
、
日
本

で
江
戸
時
代
ま
で
使
用
し
て
い
た
旧
暦
は
夏
暦
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
周
暦
は
現
在

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
暦
（
太
陽
暦
）
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
丑
の
文
字
を
考
え
て
み
る
と
、
丑
の
古
代
文
字
の
型
は
「

」
で
あ
り
「
子

供
が
生
れ
て
始
め
て
手
を
あ
げ
る
様
を
あ
ら
わ
し
た
物
」
で
、
「
は
じ
ま
る
」
と
い

う
意
味
を
あ
ら
わ
し
た
文
字
で
あ
る
、
と
説
明
が
あ
り
、
其
の
証
明
に
次
の
「
六
書

正
譌
」
の
文
が
あ
げ
て
あ
る
。
「
丑　

象
子
初
生
擧
手
」
。

　

こ
の
事
よ
り
丑
の
文
字
は
「
物
を
つ
か
む
」
の
意
に
転
じ
、
更
に
「
糸
を
つ
か

む
」
と
紐
（
む
す
ぶ
）
に
な
る
と
諸
橋
漢
和
大
辞
典
に
は
説
明
し
て
あ
る
が
、
丑
の

文
字
が
、
暦
の
牛
に
な
っ
た
事
に
つ
い
て
は
説
明
は
な
く
、
「
爾
稚
」
の
文
を
引
い

て
「
太
歳
在
丑　

日
赤
奮
若
」
と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
「
太
歳
」
と
い
う
の
は
、
中

国
の
古
代
天
文
学
の
語
で
は
天
体
の
中
心
に
あ
る
星
で
あ
り
、
「
現
在
の
木
星
と
言

う
」と
あ
る
。更
に
こ
の
星
の
丑
の
方
向
に
あ
る
星
を
「
赤
奮
若
」
と
記
し
て
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
其
の
「
牛
」
は
、
我
が
国
の
古
代
に
は
居
ら
な
く
て
、
縄
文
時
代
の
末

期
に
馬
と
共
に
大
陸
よ
り
渡
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
「
ウ
シ
」
と
言
う
言
葉
は
、

我
が
国
で
作
ら
れ
た
言
葉
で
「
牛
」
の
古
文
字
は
「

」
と
あ
り
、
そ
の
文
字
を
説

明
し
て
、
上
は
頭
と
角
二
本
。
中
央
の
横
線
は
肩
甲
、
下
は
尾
と
記
し
て
あ
る
。
そ

し
て
古
代
は
「
太
牢
」
と
言
い
「
諸
侯
は
大
祭
の
時
、
牛
を
牲
に
し
た
」
の
で
牛
の

上
に
宀
を
つ
け
牢
（
ロ
ウ
）
と
言
う
文
字
が
作
ら
れ
た
と
説
明
し
て
あ
る
。
そ
れ

は
、
宀
（
ウ
カ
ン
ム
リ
）

は
家
を
あ
ら
わ
す
文
字

で
、
家
畜
と
し
て
牛
は
早

く
よ
り
人
に
飼
わ
れ
て

い
た
動
物
で
あ
り
、
牲
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
家

畜
の
代
表
で
あ
っ
た
と
言

う
。

　

中
国
で
牛
肉
が
食
べ
ら

れ
な
く
な
っ
た
の
は
佛
教

が
普
及
し
た
唐
時
代
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
佛
教
の

一
つ
に
牛
頭
天
王
が
い
た

か
ら
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
そ
れ
で
は
古
代
の
我

が
国
で
は
牛
肉
を
食
べ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
事
に
つ
い
て
は
関
根
真

隆
先
生
の
著
書
が
参
考
と

な
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。
（
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
）

「
古
語
拾
遺
」
の
牛
宍
食
用
の
記
事
等
か
ら
、
す
で
に
牛
肉
を
食
す
る
風
習
が
存
在

し
た
事
は
疑
い
な
い
。鋳
方
氏
も
食
牛
の
風
は
支
那
、朝
鮮
と
共
通
に
わ
が
国
古
代
に
存

在
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る（
日
本
古
代
の
家
畜
史
）牛
は
奈
良
朝
宝
字
四
年（
七
六
〇
）一
匹

五
七
〇
文
、馬
一
頭
九
二
五
文
で
牛
一
匹
は
米
約
一
石
に
相
当
し
た
。

　

さ
て
私
は
前
回
の
牛
年
に
当
る
「
な
が
さ
き
の
空　

一
七
四
号
」
で
大
崎
熊
雄
先

生
が
発
表
さ
れ
た
「
長
崎
県
の
和
牛
」
の
事
を
一
寸
紹
介
し
た
の
み
で
あ
っ
た
の
で

今
回
は
先
生
の
論
文
で
更
に
補
足
さ
せ
て
戴
く
と

福
江
市
の
大
浜
貝
塚
か
ら
箱
式
石
棺
風
の
も
の
に
人
間
の
屍
体
と
共
に
牛
の
遺
骸

が
葬
れ
て
お
り
、
死
者
の
祭
り
に
牛
が
一
緒
に
い
た
と
い
う
事
は
、
こ
の
大
浜
貝

塚
が
日
本
最
古
で
あ
る
と
折
紙
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
今
を
去
る
二
千
二
百
年
も
の

昔
か
ら
、
五
島
に
は
牛
が
飼
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
古
学
で
明
確
に
な
っ
た
事
は

五
島
牛
の
歴
史
を
知
る
上
で
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

三
一
八
号　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

○
毎
週
月
曜
の
午
前
十
時
半
よ
り
開
催
し
て
お
り
ま
す
本
会
の
長
崎
学
講
座
、二
月
は
寒
い

の
で
休
講
と
し
、三
月
二
日（
月
）よ
り
講
座
を
再
開
し
ま
す
。

○
但
し
、本
会
主
催
の
古
文
書
学
研
究
会
は
世
話
役
の
宮
田
修
二
氏
・川
原
清
氏
・
犬
尾
女
史

の
熱
意
で
寒
さ
に
も
め
げ
ず
二
月
も
開
催
さ
れ
る
由
。二
月
は
三
日（
火
）十
七
日（
火
）の

両
日
午
前
十
時
半
よ
り
開
催
す
る
の
で
御
自
由
に
ご
参
加
下
さ
い
と
の
事（
会
費
不
要
）

○
本
紙
掲
載
の「
牛
の
像
」は
、江
戸
時
代
唐
船
に
よ
っ
て
持
ち
渡
ら
れ
、俗
に「
マ
リ
ヤ
観
音
」

と
言
わ
れ
て
い
る
白
磁
陶
製
像
が
作
ら
れ
た
福
建
省
泉
州

市
よ
り
約
三
時
間
ば
か
り
奥
地
に
あ
る
徳
化
の
地
で
宋
時

代
よ
り
開
か
れ
た
陶
窯
で
造
ら
れ
た
現
代
の
作
品
で
す
。

　
　
新
年
の
ご
挨
拶	

長
崎
歴
史
文
化
協
会
会
長　

河
西　
　
宏

風
信

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
我
が
国
・
初
期
の
牛
が
朝
鮮
大
陸
よ
り
渡
っ
て
き
た
地
域
の
一
つ

が
、
五
島
福
江
島
で
あ
っ
た
事
は
大
陸
文
化
と
我
が
長
崎
県
と
の
文
化
交
流
史
を
考
え

る
上
に
大
い
に
参
考
に
な
る
も
の
が
あ
る
。

　

次
い
で
私
は
前
号
で
、
江
戸
時
代
我
が
国
で
は
牛
肉
を
食
べ
る
風
習
は
な
か
っ
た
が

唯
一
出
島
オ
ラ
ン
ダ
屋
敷
内
で
は
牛
肉
が
食
べ
ら
れ
て
い
た
事
を
記
し
、
但
し
其
の
食

用
牛
は
日
本
の
牛
を
食
用
と
す
る
事
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、わ
ざ
わ
ざ
毎
年
バ
タ
ビ
ヤ

か
ら
入
港
し
て
く
る
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
り
運
ば
れ
て
き
た
事
も
記
し
て
お
い
た
。

　

今
回
は
最
後
に
全
国
に
も
広
く
祀
ら
れ
て
い
る
「
祇ギ

園オ
ン
さ
ま
」
と
牛
頭
天
王
の
話
を

記
し
て
お
く
事
に
し
た
。
京
都
の
「
祇
園
さ
ま
」
は
清
和
天
皇
の
頃
国
如
法
師
が
播
磨

の
国
よ
り
牛
頭
天
王
を
京
都
八
坂
の
地
に
祀
っ
た
」
と
伝
え
、
長
崎
の
「
祇
園
さ
ま
」

は
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
佐
賀
出
身
の
山
伏
高
覚
院
（
天
台
宗
）
が
京
都
の
祇
園
社

を
勤
請
し
現
應
寺
を
創
立
（
明
治
元
年
神
佛
混
淆
令
に
よ
り
八
坂
神
社
と
改
む
）
し
て

い
る
。
然
し
こ
の
牛
頭
天
王
に
つ
い
て
は
判
然
し
た
解
説
が
な
い
。
我
が
国
で
は
「
釈

日
本
紀
」
所
引
の
備
後
風
土
記
等
に
よ
り
北
海
よ
り
南
海
に
渡
っ
て
き
た
「
武
塔
神
」

が
牛
頭
天
王
の
本
体
で
あ
り
我
が
国
で
は
素す
さ
の
を
の
み
こ
と尊
で
あ
る
と
い
う
。
又
一
説
に
は

チ
ベ
ッ
ト
佛
教
に
「
牛
頭
山
に
精
舎
を
造
り
佛
教
を
広
め
」
た
の
が
牛
頭
天
王
の
始
め

で
あ
る
と
す
る
。

　

然
し
、
ま
あ
、
牛
と
い
え
ば
菅
原
道
眞
を
祀
っ
た
全
国
の
ど
こ
に
も
あ
る
天
満
宮
に

あ
る
牛
が
一
番
印
象
的
で
あ
る
。

中国徳化窯「牛」


